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平成２１年(行ウ)第４９号 木曽川水系連絡導水路事業公金支出差止請求事件

原 告 小 林 收 ほか９１名

被 告 愛 知 県 知 事 ほか １名

尋問事項補充書（証人中根俊樹）

２０１２（平成２４）年１２月２８日

名古屋地方裁判所 民事第９部 Ａ２係 御中

原告ら訴訟代理人 弁護士 在 間 正 史

同 髙 森 裕 司

同 濵 嶌 将 周

同 小 島 智 史

原告らが人証尋問を申請している証人中根俊樹（愛知県地域振興部土地水資源課

主幹）に対する尋問事項について、２０１２（平成２４）年９月１９日付証拠申出

書記載の尋問事項①②につき、下記のとおり補充する。

記

１．愛知県企画振興部土地水資源課『木曽川水系における水資源開発基本計画需給

想定調査調査票（都市用水） 愛知県（木曽川水系） 平成１６年３月』において、

水需給実績、特に水需要実績に用いた資料について。

２．２００４年全部変更の木曽川水系水資源開発基本計画（２００４年木曽川水系

フルプラン）の策定後、現在までの愛知県（木曽川水系）、特に愛知用水地域の

水需給につき、実績事実を調査し、現状を把握しているか。
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３．上記需給想定調査の需要想定に用いた水道用水の各需要要因項目および需要量

全体について、愛知県（木曽川水系）、特に愛知用水地域の実績は、２００４年

木曽川水系フルプラン策定後、現在までにおいてどのように推移しているか。ま

た、現在はどのようになっているか。

４．上記需給想定調査における水道用水の水需給想定について、現在および現在ま

での水需給実績と比較し検証しているか。

５．その他、上記に関連する事項

以 上


